
下呂市人事行政の運営等の状況の公表

令和 年 月 日

下呂市長 山　内　　登

１．職員の任免及び職員数に関する状況
（１）職員の採用・退職の状況

人 人 人 人 人 人
（注）職員数は、フルタイム勤務の一般職に属する職員数であり、派遣職員等を除きます。

（２）競争試験の状況（令和６年度実施、令和７年度採用分）

人 人 倍 人 人 倍

〃　(高卒)

保健師(大卒)

獣医師(大卒)

公認心理師(大卒)

建築土木(高卒)

保育士(高卒)

管理栄養士(高卒)

人 人 倍 人 人 倍

（３）採用の状況（令和６年４月２日～令和７年４月１日）

人 人 人

（４）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

一般行政部門 議会
総務企画
税務
民生
衛生
農林水産
商工
土木

特別行政部門 教育
消防

一般会計　計

公営企業等会計部門 病院

水道
下水道
その他

（地方公共団体定員管理調査より）

合 計 602 596 -6

48 47 -1
小計 141 133 -8

7 7 0
4 4 0

461 463 2

82 75 -7 採用ができない等

90 89 -1

小計 130 132 2

小計 331 331 0
40 43 3

18 19 1
24 23 -1

58 57 -1
27 26 -1

81 3

4 4 0
104 103 -1

看護師（高卒） 0 0 － 0 0

※選考採用は、職務の特殊性などにより競争試験がなじまないため選考により採用された者で、病院などの専門職及び再任用者が該当しま
す。

区 分 職 員 数 ( 人 ） 対前年度
増減数

主 な 増 減 理 由
部 門 令和６年度 令和７年度

区 分 試験採用 選考採用 計
採用者（人） 27 36 63

合計 70 56 1.3 56 37 1.5

技能労務職（高卒） 2 1 2.0 1 1

介護士（高卒） 1 1 1.0 1 1 1.0

〃　(高卒)新卒 3 3 1.0 3 2

〃　(高卒) 13 9 1.4 9 6 1.5

消防職（救急救命士・高卒） 2 2 1.0 2 1

1.0
0 0 － 0 0 －

社会福祉士等(大卒) 1 1 1.0 1 1
3 3 1.0 3 1 3.0

1.0
〃　(高卒)障がい 1 0 － 0 0 －

〃　(高卒)新卒 3 3 1.0 3 3

1.4
18 13 1.4 13 6 2.2

一般事務(大卒)新卒 16 13 1.2 13 9

試験区分
１次試験 ２次試験

受験者数 合格者数 倍率 受験者数 合格者数 最終倍率

596 63 69 12 53 4

現在職員数
(R7.4.1)

採用者数
((R6.4.2～R7.4.1)

退職者数
(R6.4.1～R7.3.31)

事由別退職者数
定年退職 普通退職 その他

7 10 1

「下呂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市職員の職員数や給
与、勤務条件など人事行政の運営状況を次のとおり公表いたします。

1 1 1.0 1

5 5 1.0 5
0 0

1 1.0

1 1 1.0 1 1 1.0
4 1.3

－ 0 0 －

2.0

1.5

1.0
－

18 18 0
78



２．職員給与の状況
（１）人件費の状況（一般会計決算）

この表は、令和６年度一般会計決算における市の歳出に占める人件費の割合を示しています。

A B B/A
千円 千円 千円 % %

（令和６年度決算書より）

※人件費には、三役、市議会議員、各種委員などの特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

（２）職員給与費の状況（一般会計決算）

（注） １　給与費には、職員の退職手当、市長、議員等の特別職の給料・報酬等は含まれていません。
２　職員数は、令和６年度の給与を支払った職員実数です。

（３）ラスパイレス指数の状況（一般行政職）

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

（４）職員の平均給料月額と平均年齢の状況（令和７年４月１日現在）
この表は、令和７年４月分として職員に支給した給与の平均額を職種別に分けて示しています。

平均給料月額 職員手当 平均年齢

平均給料月額 職員手当 平均年齢

（地方公務員給与実態調査より）

（５）一般行政職の初任給状況（令和７年４月１日現在）
この表は、市職員の初任給を示しています。

（地方公務員給与実態調査より）

（６）学歴や経験年数による平均給料月額（令和７年４月１日現在）

（学歴）（職種）

（地方公務員給与実態調査より）

30年以上35年未満 389,700

技能労務
職

10年以上15年未満 243,700

大学卒 20年以上25年未満 371,800
30年以上35年未満 411,000

一般行政
職

10年以上15年未満 257,400

高校卒 20年以上25年未満

高校卒 20年以上25年未満 274,600
30年以上35年未満 320,100

（経験年数） （給料月額）

一般行政
職

10年以上15年未満 283,800

国 185,700

円

320,200

国 188,000

下呂市 185,700

高校卒 岐阜県 195,300

一般行政職
国 220,000

下呂市 188,000

高校卒 岐阜県 197,300

技能労務職

大学卒 岐阜県 229,200

決定初任給
円

円

区 分
下呂市 220,000

一般行政職
327,300 62,695 43.5

技能労務職
277,100 52,633 51.1

96.2 97.1 97.4 97.3 97.3 97.0

5,847

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

令和６年度 469 1,707,260 337,570 697,266 2,742,096

人

令和６年度 28,605 25,445,538 981,051 4,173,636 16.4 15.7

人 千円 千円 千円 千円 千円

区 分 職員数Ａ
給 与 費 一人当たりの

給与費Ｂ／Ａ給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ

区 分 住民基本台帳人口
（令和６年度末）

歳出額 実質収支 人件費 人件費率 前年度の
人件費率

円
円
円
円
円

円

円

円

円

円

円

円

円
円

円



（７）一般行政職員の級別職員数と構成比（令和７年４月１日現在）
この表は、市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数を示しています。

（単位：人・％）

一般行政部門
特別行政部門
公営企業会計部門

職員数
構成比（％）

※一般行政職とは、各種窓口業務や政策・行政経営など、特別行政とは消防・教育などです。

（８）職員手当の状況（令和７年４月１日現在）
扶養手当 月額3,000円（配偶者）　その他は月額6,500円

子ども　月額11,500円

子ども（16～22才）月額16,500円

住居手当 借家・借間に係る手当

　月額16,000円を超える家賃を負担している職員に対して、家賃額に応じて月額28,000円まで

通勤手当 ①交通機関利用者

運賃相当額に応じ月額55,000円まで

②自動車等使用者

２km以上（片道）の使用者に対して、距離に応じ月額2,900円（２km以４km未満）から34,900円まで

期末・勤勉手当 期末手当 勤勉手当（標準） 計

　６月期

１２月期

計

（職制上の段階等に応じた加算措置あり。勤勉手当は職員個々の人事評価結果により支給率が変動）

退職手当
勤続２０年 19.6695月分 24.586875月分

勤続２５年 28.0395月分 33.27075月分

勤続３５年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

加算措置 定年前早期退職特例措置（平成25年度で廃止）

退職時特別昇給　　　廃止（平成１８年度）

１人当たり平均支給額 （自己都合）　 単位：千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

（９）特殊勤務手当の状況

支給実績額 千円

支給職員１人当たり平均支給年額 円

職員全体に占める手当支給職員の割合 ％

手当の種類（手当数） 種類

代表的な手当の名称 医師手当、病院看護手当、夜間看護手当

廃棄物処理業務手当、消防業務手当等

（注）支給対象職員１人当たりの平均支給年額は、令和６年度に支給した職員についての平均額です。

（１０）時間外勤務手当の状況

支給総額 千円

職員１人当たりの支給年額 円

支給対象職員数 人

（注）支給対象職員１人当たりの平均支給年額は、令和６年度に支給した職員についての平均額です。

（１１）特別職の報酬等の状況

円

円

円

円

円

円

（令和７年４月１日現在）

議　長 400,000 ６月期　2.3月分
12月期　2.3月分
（加算措置あり）

報 酬 副議長 330,000

議　員 300,000

市　長 850,000 ６月期　2.3月分
12月期　2.3月分
（加算措置あり）

給 料 副市長 700,000

教育長 610,000

令和６年度
101,265

198,171

511

区 分 月 額 期末手当

58,219

288,213

33.3

19

年 度 具 分 金 額

自己都合 定年

6,269 （定年扱い）19,581

区 分 全 職 種

1.25月分 1.05月分 2.30月分

2.50月分 2.10月分 4.60月分

16.8 100

1.25月分 1.05月分 2.30月分

4.6 10.8 18.3 20.2 14.5 14.8

3 27
24 56 95 105 75 77 87 519
2 5 6 7 2 2

56 378
2 12 13 25 17 17 28 114

20 39 76 73 56 58

１級
計

部長級 課長級 課長補佐 主任主査 主査 主任 主事
７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級



３．職員の勤務時間その他勤務条件の状況
（１）勤務時間の状況（令和７年４月１日現在）

正規の勤務時間 １週間あたり38.75時間、１日につき7.75時間

開始・終了時刻 開始　８：３０　／　終了　１７：１５

休息時間 廃止（平成１８年度）

休憩時間 １２：００　～　１３：００

 
（２）休暇・休業などの状況

（３）育児休業の状況（令和６年度）
新たに育児休業した職員数 前年度から引き続き育児休業した職員数

人 人

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（令和６年度）
①分限処分

勤務成績がよくない場合
心身の故障の場合
職務に必要な適格性を欠く場合

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由による場合

②懲戒処分

法令に違反した場合

５．職員の服務の状況

職務専念義務の免除 件 消防団活動、指導員等

営利企業等の従事 件 消防団報酬、農業収入等

20

区分 許可件数 主な許可内容
185
254

合　　　計 0 0 4 4 12

18

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
のあった場合

0 0 0 0 0 0

職務上の義務に違反し又は職務を怠った
場合

0 0 4 3 11

0 0 0 1 1 2

5

　懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する責任を問うことにより、公務
員の規律を維持することを目的として任命権者が職員に制裁として科する処分
をいいます。懲戒処分には、免職、停職、減給および戒告の４種類がありま
す。

区　　　分 免職 停職 減給 戒告 訓告等 合計

0 0 0 0 0
合　　　計 0 5 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
職制、定数の改廃、予算の減少により廃
職、過員を生じた場合

0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 5 0 0 5

区　　　分 免職 休職 降任 降給 合計

育児休業
子が３歳に達するまで
（無給）

・３歳に満たない自分の子を養育するため、その子
が３歳に達するまで休業するとが出来る。

8 12

　分限処分とは、職員の身分保障を前提として一定の事由によって職員がその
職務を十分果たすことができない場合のみ、職員の意に反する不利益な身分上
の変動をもたらす処分をいい、公務能率の維持向上を図るための制度です。分
限処分には、免職、休職、降任および降給の４種類があります。

組合休暇 ３０日以内（無給）
・職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事
する場合に取得することができる。

介護休暇 ６ヶ月以内（無給）
・職員が同居する配偶者、父母、子、配偶者の父
母、祖父母、孫及び兄弟姉妹を２週間以上にわたり
介護する場合取得することができる。

病気休暇
期間は９０日以内
（公務傷病、結核性疾患
は１年以内）

・療養のため勤務しないことがやむを得ないと認め
られる場合に取得することができる。

特別休暇 内容により異なる

・ボランティア休暇（５日以内）
・結婚休暇（7日）
・産前産後休暇（産前６週産後８週）
・育児時間（１日２回各３０分以内）
・妻の出産（２日）
・男性職員育児参加の休暇（５日）
・子の看護のための休暇（５日）
・忌引き（７日以内）
・夏季休暇（３日）
・子育て支援休暇（３日）

休暇名 付与日数 内容

年次有給休暇 １年度につき２０日

・１年ごとに付与される休暇です。
・年の途中に採用された者は、採用月に応じて付与
する。
・翌年度に２０日を限度として繰越可。
・令和６年度の平均取得日数　12.2日



６．職員の研修の状況
（１）職員研修の実施状況（令和６年度）

人

選択研修 人

専門研修 人

職場研修

７．職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）職員の健康診断の実施状況

全職員を対象に、市町村職員共済組合が実施する年代別健康診断を実施し、
健康管理に努めています。

年代別健康診断 人
〈参考〉人間ドック 人
R6.4.1 対象職員数 人 人

（２）共済制度
岐阜県市町村職員共済組合に加入し、職員の生活の安定と福祉の向上を図

っています。

８．公務災害補償制度
公務災害認定件数

一般職員 件
技能労務職員 件
医療職 件

９．公平委員会に係る業務の状況

勤務条件に関する措置要求 件
不利益処分に関する不服申立 件

0
0

区　　　分 件数
1
0
1

区　　　分

区　　　分 受診者数
746
126

875 872

件数

173 情報能力・政策形成・経営管理等

24 まちづくり・財務・税務・情報等

505 人 ハラスメント研修・人事評価研修等

研修区分 受講者数 研修内容

一般研修 131
新規採用職員研修・課長補佐級研修・課長研
修等


